
令和6年11月21日

情報公開・個人情報保護審査委員会御中

最高裁判所事務総長

理由説明書

苦情申出人は、最高裁判所がした不開示の判断に対し、本件対象文書が本当に存

在しないかどうか不明である旨主張しているが、下記のとおり当該判断は相当であ

ると考える。

記

1 開示申出の内容

最高裁判所で歓迎行事を実施する場合に利用している飲食店その他の業者のリ

スト （秘書課が作成したもの）

2原判断機関としての最高裁判所の判断内容

最高裁判所は、 1の開示申出に対し、 10月11日付けで不開示の判断（以下

「原判断」 という。 ）を行った。

3最高裁判所の考え方及びその理由

（1）最高裁判所において、儀式典礼に関する事項や渉外連絡に関する事項を所管

する秘書課にて本件開示申出に係る文書（以下「本件開示申出文書」 という。 ）

を探索したところ、存在しなかった。

（2） 苦情申出人は、本件開示申出文書が本当に存在しないかどうか不明である旨

主張しているが、歓迎行事を実施する際に、必要に応じて業者に依頼すること

は考えられるものの、そのために予めリストを作成したり、 リストに基づいて

業者を選定して依頼したりする運用はなく、実際にも本件開示申出文書を作成

又は取得していない。



ｄ
一
色
。
咄
■

凸
Ｕ
◇

全

０
ケ
－

Ｆ
６
●

句

ヴ
◇

も
■
■
△
、
●
も
６
金
◆
・

・
・
、
〃
圃
・
少
．
・
・
利
‐
．
ｉ
、
‐
難
Ｔ
嘘
．
、
，

。
。
．
●
。
。
．
■
、
》
。
●
も
一
一
》
短
作
句
ｃ
》

●
■
●

今
。
、
鍼
“
Ｄ
Ｆ
Ｏ
◆
。
い
ひ
０
参
・
０
》
◆
・
も
少

０

合
Ｑ
や
◇
、
◇
・
◇
一
つ
．
、
。
◇
．
・
ソ
。
《
盤
か
》
〆
《
。
↑

。
。
今
《
‐
今
、
イ
、
委
恥
↓
・
〆

。
。
●
Ｉ
群
》
ざ
ユ
タ
、
。

■
Ｐ

。
◇
，
一
・
が
◇
。
。
、
〃
貨
宰
。
。

毎
町
◇

ｐ
◆
■
毎
６
。
合
屯
の
●
●

①
◆
●
の
。
●
。
◇
争
弔
《
０
叩
一

‐
、
哉
一
◆
◆
・
・
令
◆
柚
》
抽
鐸
》
》
◆
■
Ｆ

◇
叩
‐
０
０
。
。
、
．
，
ひ
小
，
０
叩
、
６
◇

も
。
ｏ
ｒ

Ｐ
。

６
凸
Ｕ

号

‐
』
・
八
↑
し
↓
Ｆ
．
Ｉ
．
・
へ
、
秘
》
峨
一
斗
州

《
ｏ
一
■
課
・

一
Ｐ
●
〃
０
■
▽
勺
Ｑ
、
９

・
謬
一
‐
‐
．
‐
．
。
．
・
ぶ
・
岬
・
・
・
・
・
い
，
．
》
．
．
‐
。

・
・
・
雀
，
。
，
乱
細
、
》

◆
一
』
０
ｏ
診
△
芯
も
◆
６
、
◆
△
●

も
、
毎
◆

●

ら
６
●
６

◇
０
０
ｂ
ロ

日

。
。
・
も
Ｄ
ｏ
ｆ
Ａ
、
。

軽
‐
等
◇

ｖ
。
夕
日
。
●
Ｐ
０
０
０
－

』

・
．
．
〃
，
‐
”
‐
。
：
漁
犀
淑
穏

Ｏ
６

や
０
●
の
《
。
。
▽
・
年
や
い
◆
ｅ
今
ｊ
ｃ
０
や
、
、
▲
。
。
も
り
、
ｃ
ｃ

，
●
罰
ふ
い
●
、
．
△
’
。
．
‐
な
ふ
．
・
・

合
。
ｂ
△
甲
ｆ
ｑ
●
。
・
ダ
ザ
・
心
。
。
。
．
●
Ｃ
◆
６
６
９
■
、
△
６
．

α
心
■
や
◇
↑
‐
び
亀
◆
。
、
入
へ
、
。
↑
。
。
↑
、
。
◆
ふ
．
尋
も
皇
庫
、
０
●

ロ
鯵
〃
わ
●
。
Ｑ
。
。
４
台
０
、
今
０
、
。
●
◆
。
－
．
・
）
ず
。
↑
．
』

。
●
令
◆
心
・
ク
●
令

，
ｒ
、
粋
か
．
＆
聯
鞭
や
欧
．
一

マ
恥
。
４
，
。
↑
。

、
ザ
も
，
。
舎
誠
◇
◇
，
●
◇
了
◇
。
垂
牟
．
。
，
‐
。
・
ず
，
？
。

；
、
．
‐
；
賑
・
忽
・
叶
々
掴
．
ご
鍵
磁
が

ｐ
、
Ｐ

毎
◆
●
グ

。
》
ａ
八
ｔ
．
、
◇
↑
Ｑ
◆
〃
◆
‐
◆
，
．
、
４
・
・
－

．
．
・
・
銀
．
》
．
・
・
・
．
．
、
・
・
・
・
・
い
帥
、
‐
廻
憾
，
《
・
蝋
酔
恥

一
・
‐
》
・
嘘
．
、
・
・
、
。
、
恥
“
心
概
《
，
，
．
“
・
餅
．
・
鰹
が
、
。
．
、

ザ
。
。
０
０
◆
。
、
勺
・
命
・
司
榊
恥
》
》
叩
幸
一
。

６

６
６

。
◆
・
凸
ｒ
Ｐ
酢
４
０
．
、
へ
り
■
、
、
。
●
少

・
；
・
、
。
．
、
↑
・
ゞ
犀
・
狗
翌
、
‐
↑
．
．

●
、
凡
、
妬
０
Ｃ
Ｏ
◆
◆

◇
〆
▽
や

６
■
’
●

４
０
６
．
。
◆
や
一
．
〆
△
令
、
①
〃
も
◆
０
い
口
Ｐ
令
◆
’
ザ
０

◇
“
匂

。
γ
、
。
グ
マ
↑
↑
㈹
。
．
、
↑
０
、
ｒ
↑
．
↑
。
ザ
・
・
や
。
‘
、
‘
、
‘
↑
せ
。
、
‐
今

．
．
？
‐
↓
加
州
・
禺
刈
ず
攻
‐
罫
・
唾
認
蝿
一
・
《
．

Ｇ
テ
モ
や
Ⅱ
僻
。
ｏ

も
ｄ

、
今
ｏ
４

ｅ
Ｂ
ｂ
″
●
●
、
◇
◇
●
０
４
◆
◇

●

も

勺
●

。
■
Ｕ
◇
。
『
ザ
毎

血
り
ひ

、
や
▲
Ｐ
。
◆
び
。
い
●
。

〃

早

争

の●
◇
◆
●
む
◇
ｂ
今
６
勺

９
△
○
も
〃
０

グ
●
寺
毎

。
。
、
。

。
〆

《
《
や
．
〆

●
；
の
ち
。
、
．
、
一
●
０
◆
。
ｅ

申
。
◇
ゆ
函

ｏ
ｂ

Ｕ
▲
ザ
６
Ｆ
Ｐ
口
６
少
ｏ
Ｌ
タ
。
や

◇
●

マ
ザョ
〃
◇
◇
◇
●
毎
－
０
Ｊ

マ
ウ

。
』
、
■
。
．
’
顧
・
◆
４
隼
０
◆

０

●

Ｃ

●
●
ｇ

ｏ
ｏ
◆
『

Ｑ

ゴ
ヴ
ｅ
４
Ｕ
■

Ｑ

、

〆
Ｉ
ｖ
、
〃
．
、

心
０

●
ザ
ら
６
合
６
◇

毎
。

●

ｊ

Ｕ

．
β
●

。
●
●
●
、

ｐ
●
毎
◇
ｅ
ｐ
Ｑ
◇
ａ
ｇ

マ
６
『
。
《
■
６
０
．
ｐ
●
。
、
句

●
一
〃
底
い
▲
■
。
●
６
。
、
口
も

９
す

毎
０

。

●
●

△

Ｂ

■

毎

●

◇
◆。

』
■
Ｆ
●
Ｐ

、

●
。

。
、
ｑ〃
ず
９
。
◇
０
一
●
凸
９

鐵
涜
調
‐
：

、
１
．

Ｆ
０

６
亀
、
、
、
、
．
。
。
。
。
■
○
額
Ｐ
Ｐ
の
毎

い
知
●
６
凸
・
●
寺
０

＄
、
窪
：
・
・

６
－
”
〃
ら
の
勺
勺
勺

。
＃
１
令
諏
Ｌ
へ
１

ヶ
毎
●
●
毎
◆
①
６
●
グ
●

。
β

・
・
・
・
・
》
‐
ず
凝
帥
・
・

●
《
Ｄ
Ｕ

－
の
③

鰯
△
》
一
衣
：
↑

毎
の

一
●
の
◇
今
旧
や
ｅ
、

ｒ
▲
、
》
。
●
一
や
〕
・
ず
１
Ｊ
へ

０
ｐ
①
毎
守
◇
◇
６
＄
毎
勺
▲
■
●

。
。
’
Ｅ
、
？
．
Ｊ
‘
↑
裡
暫
抄
。
。
Ｏ

Ｇ

●
叩
０

勺
。
、

、
●

●
◆
Ｐ
６
。
◆
ｆ
哩
い
り
○
Ｕ
Ｕ
。

〃
マ
６
℃
●
◆●
６
句
６
６
◇
Ｃ

１

●
ｂ
、

＄

ノb

1

、

》

I

＄
』

9

@J

《 （

８
６

、

、

上

ヂ
ｑ
ｂ

↑

一

イ、

旬

＄

Ｉ

←

、

（

V

』
、

〃

3

ダ

Q 守

1
q

PCG －

勺 ． ？ O･

（？m･も‘
0 1 ｡

Q
G C P●

‘ （ .
．（

●

●
●

●

今 ．

L

◆ ■

、

△ 勺

●

申 ■ ●
･

■

。 、"$ 、

夕 の、◆ ■

・ 5

W ●
、 no 、0

P

△

． 1 . 8 A
P

q －

i 8． ．

●

P

（

← 旬
勺

qヶ
、

〃 。 1 ． 4

o f、 4

■

ら

●

■

。

● ③

勺

凸
e

L c

′
ら

e

■ ●

勺

ら

･'

勺
●

、
』

Q p L 一
. q e


